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ギャップフィラー（Gap-Filler）とは何か

地上デジタルテレビジョン放送における「ギャップフィラー」とは、受信の障害が発生しているテレビジョ
ン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで、受信の障害が発生している区域におい
て受信されることを目的として、同時にこれを再送信する放送を行う無線設備。

具体的には、山間部など地形的要因によって辺地となっている区域、地下街などの遮蔽空間、デジタ
ル混信が発生している区域、ビル等の建造物の陰による難視区域等に適用されるもの。

比較的小規模な構成の無線設備であることから、経済性に優れ、放送事業者及び放送事業者以外の
者がスポット的に置局することが可能。

地上デジタル放送の
受信アンテナ ギャップフィラーの

送信アンテナ

ギャップフィラー本体

受信装置
電源装置

有線伝送路（光ファイバ等）受信ポイント

（地上デジタル放送を良好に受信
できる地点に設置）

ギャップフィラーのイメージ（デジタル混信対策用）

混信発生区域

電柱等
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前回の委員会報告の骨子

地上デジタルテレビジョン放送の普及・推進のため、その中継局に関し、無線設備の市場性や経済
性を考慮して、合理的な技術基準の導入の必要性について検討。

「放送局」として一律の技術基準が適用されていた旧制度について、新たに「中継局」「中継局」を定義して、
周波数許容偏差、空中線電力許容偏差、スペクトルマスクに関して技術基準が緩和されたカテゴリ
の導入を提言。

特に、電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とし、極微小電力(0.05W以下)で
送信する中継局について、「極微小電力局」「極微小電力局」と定義して、経済性に優れた小規模な無線設備を通常
の中継局と区別して観念することを提言。

※ 情報通信審議会一部答申（平成１９年１月２４日）

平成１８年９月２８日 情報通信審議会への諮問

平成１９年１月２４日 情報通信審議会一部答申

平成１９年５月９日 地上デジタル放送における「中継局」、「極微小電力局」の技術基準の施行

平成１９年８月２２日 無線局免許に係る審査規定に関するパブコメ開始（～９月２１日）

平成１９年９月末頃 制度化完了（予定）

制度化の進捗状況
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放送局に関する技術基準（制度改正前）
 

 

 

○アナログ放送 

周波数を変換して再発射する放送局(＝中継局）  
放送局(＝親局)

０．１Ｗ超 ０．１Ｗ以下 

 
周波数許容偏差 ５００Ｈｚ ３ｋＨｚ 

４０ｋＨｚ(注 1) 

 
空中線電力許容偏差 ＋１０％ ／ －２０％ 

＋５０％ ／ －５０％(注 1) 

(注 1) 電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送局に限る。 
 
 
 

○デジタル放送 

 放送局 

周波数許容偏差 ５００Ｈｚ(注 2) 

空中線電力許容偏差 ＋１０％ ／ －２０％ 

(注 2) ＳＦＮ運用する場合は、１Ｈｚ。 
 

 2.5Ｗ超 0.25W 超～2.5W 以下 0.25W 以下 

  
スペクトルマスク 50dB ﾏｽｸに対応 

50dBﾏｽｸと40dBﾏｽｸの中間に対応(注3) 40dB ﾏｽｸに対応(注 3) 

(注 3) 自局の放送区域内において、隣接チャネル番号に対応する周波数が自局の実効輻射電力の 10 倍未満のアナログ放送に使用されない場合に

限る。 

 

アナログ放送には中継局のカテゴリが設けられていた。

デジタル放送には中継局のカテゴリがなく、一律の技術基準が適用されていた。



4

○アナログ放送 

周波数を変換して再発射する放送局(＝中継局）  
放送局(＝親局) 

０．１Ｗ超 ０．１Ｗ以下 

 
周波数許容偏差 ５００Ｈｚ ３ｋＨｚ 

４０ｋＨｚ(注 1) 

 
空中線電力許容偏差 ＋１０％ ／ －２０％ 

＋５０％ ／ －５０％(注 1) 

(注 1) 電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とする放送局に限る。 
 

○デジタル放送 

他の放送局の放送番組を中継する方法のみによる放送を行う放送局(上位局がある局）  放送局 

(上位局がない局) ０．５Ｗ超 ０．０５Ｗ超～０．５Ｗ以下 ０．０５Ｗ以下 

 周波数許容偏差 

(注 3) 

５００Ｈｚ 

(注 2) 
３ｋＨｚ １０ｋＨｚ 

２０ｋＨｚ(注 1) 

  

 空中線電力許容偏差 ＋１０％ ／ －２０％ 
＋２０％ ／ －２０％(注 4) 

＋５０％ ／ －５０％(注1)

(注 2) ＳＦＮ運用する場合は、上位局がない局にあっては１Ｈｚとする。 

(注 3) ＳＦＮ運用の関係にある局間は、上表に示す各々の許容偏差を満足した上で局間相互の相対偏差が１０Ｈｚ以内であるものとする。 

(注 4) 複数波同時増幅を行う送信設備に限る。 

 2.5Ｗ超 0.25W 超～2.5W 以下 0.25W 0.025W 超～0.25W 未満 0.025W 以下 

    
  

スペクトルマスク 50dB ﾏｽｸに対応 50dB ﾏｽｸと 40dB ﾏｽｸの中間に

対応(注 5) 

40dB ﾏｽｸに

対応(注 5) 
40dB ﾏｽｸと30dB ﾏｽｸの中間に

対応(注 6) 
30dB ﾏｽｸに対応(注 6)

(注 5) 自局の放送区域内において、隣接チャネル番号に対応する周波数が自局の実効輻射電力の 10 倍未満のアナログ放送に使用されない場合

に限る。 

(注 6) 自局の放送区域内において、隣接チャネル番号に対応する周波数がアナログ放送に使用されない場合に限る。

 

放送局に関する技術基準（制度改正後）

極微小電力局

：制度改正により新たに設けた基準
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前回の委員会報告に基づいて制度化された内容

◎「極微小電力局」の技術基準の制度化 （総務省告示 平成１９年５月９日）

電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とし、極微小電力(0.05W)で送信する中継局

具体的には、山間部など地形的要因によって辺地となっている区域、地下街などの遮蔽空間を対象として

告示において技術基準を規定。

既存の中継局の技術基準の特例として規定し、経済的に置局できることを目的として制度化されたもの。

◎「受信障害対策中継放送」を行う放送局の無線局免許審査基準の制度化 （８月２２日～ 意見募集中）

「受信対策中継放送」（電波法第５条第５項）とは、
→受信の障害が発生しているテレビジョン放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで、受信

の障害が発生している区域において受信されることを目的として同時にこれを再送信する放送

かつ、当の放送の放送事業者が行う以外のもの

免許を受けることができる者：
→地方公共団体、受信障害解消を図るため放送の再送信を行う団体 かつ

→受信障害対策中継放送を行う放送局の業務について、公正かつ的確な業務が行える者

無線局を開設することができる区域：
ア 放送区域内における建造物等人為的要因及び丘陵等自然的要因により受信障害が発生している区域放送区域内における建造物等人為的要因及び丘陵等自然的要因により受信障害が発生している区域

イ 山間地等自然的要因により受信障害が発生しているため、他の放送区域に隣接した場所に放送の受信山間地等自然的要因により受信障害が発生しているため、他の放送区域に隣接した場所に放送の受信

施設を設置し、連絡線により信号を伝送して放送を再送信する区域施設を設置し、連絡線により信号を伝送して放送を再送信する区域

ウ 地下街等において、放送局とその放送の受信を目的とする無線設備との間の電波が遮へいされること地下街等において、放送局とその放送の受信を目的とする無線設備との間の電波が遮へいされること

により放送が受信できない区域により放送が受信できない区域

その他の条件：放送の中止事故の際早期復旧が図れるよう、放送を再送信する放送事業者等

関係者と緊急連絡網を事前に構築し、早期復旧を確保する体制ができていること。

技術基準は既存の中
継局の技術基準又は
極微小電力局の技術
基準を適用可能。
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今回の審議の背景と審議事項

◎「極微小電力局」の技術基準

電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域を対象とし、極微小電力(0.05W)で送信する中継局

地理的制限が課され山間辺地及び地下街のみの適用に限定されている。

「極微小電力局」の技術基準の見直しに向けた検討

•“電波伝搬の特性上閉鎖的であり、かつ、狭小な区域”以外の区域への以外の区域への適用適用拡大拡大

•中継局の地理的関係により良好に放送が受信できないデジタル混信の対策用にも適用デジタル混信の対策用にも適用

•ビル等の建造物によって発生した陰によるビル陰難視ビル陰難視のの対策用にも適用対策用にも適用

難視対策中継局作業班を設置して詳細検討を進める。

ギャップフィラー設置の際に参考となる『設置マニュアル（仮称）』の作成

○ 2003年12月に三大都市圏において開始された地上デジタル放送は、昨年12月には全国の都道府県庁所在地で放送が開始され、
視聴可能エリアの拡大や受信機の出荷台数の増加など、普及はおおむね順調に進捗。

○ 2011年までのデジタル放送への全面移行に向けて、今後、中小規模の中継局整備が全国で加速される予定。

○ デジタル混信やビル陰難視の対応の必要性。（経済的かつ迅速に置局可能なギャップフィラーに対する期待）

○ 2003年12月に三大都市圏において開始された地上デジタル放送は、昨年12月には全国の都道府県庁所在地で放送が開始され、
視聴可能エリアの拡大や受信機の出荷台数の増加など、普及はおおむね順調に進捗。

○ 2011年までのデジタル放送への全面移行に向けて、今後、中小規模の中継局整備が全国で加速される予定。

○ デジタル混信やビル陰難視の対応の必要性。（経済的かつ迅速に置局可能なギャップフィラーギャップフィラーに対する期待）

背景

審議事項と対応

現状
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（参考）ギャップフィラーに関する検討①（デジタル混信対策用）

電波産業会（ARIB）において、デジタル放送システム開発部会地上デジタル放送省電力送信シ

ステム作業班にタスクグループ（リーダー：長妻忠雄 ㈱ＮＨＫアイテック 送信ネットワーク事業

部 特別主幹）が設置されている。

放送事業者、ギャップフィラー製造メーカ等の約２０名の委員で構成。総務省（放送技術課）は

オブザーバ参加。

９月下旬～１０月上旬にかけてSFNのガード越え混信（デジタル混信）が発生している地区（静

岡県西伊豆町）において、ギャップフィラーの実証実験が実施される予定。

本年１２月までにデジタル混信対策用のギャップフィラーの技術的条件に関する報告がとりまと

められる予定。
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例： ビル陰難視聴 ギャップフィラー設置のイメージ

・ 伝搬環境・受信環境の三次元
調査（ビル陰、スタジアム等）

・ 最適配置方法の検討
・ 計算により電界を求める手法

の確立
・ 簡易な手続き及び低コストに

よる技術基準の検討
・ ギャップフィラー設置シミュレー

ションソフトの作成

ギャップフィラーの最適配置方法の検討

VHF/UHF受信点

放送局

VHF/UHF
受信点

VHF/UHF
受信点

ギャップフィラー

ギャップフィラー

ギャップフィラー

ギャップフィラー

ギャップフィラー

実施機関：(独)情報通信研究機構、 事業期間：平成18年度～19年度（2ヵ年）

地上デジタル放送用ギャップフィラーの技術基準策定に係る調査（電波利用料による技術試験事務）

ギャップフィラーを設置することにより、電波の届きにくい場所（ビル陰、スタジアム、電車内等）においてもテレビ放送を受信できるようになり、災害
時の情報伝達等、国民に対し放送がもたらす効用を最大限に発揮。
伝搬環境・受信環境の三次元調査を通じて、ギャップフィラー設置の検討において行う当該ギャップフィラーの放送区域(ビル陰 ・スタジアム等)を
定める場合の電界強度を計算で求める手法を策定する。また、簡易な手続き・低コストでギャップフィラーを設置することが可能となるよう検討。

ギャップフィラーを設置することにより、電波の届きにくい場所（ビル陰、スタジアム、電車内等）においてもテレビ放送を受信できるようになり、災害
時の情報伝達等、国民に対し放送がもたらす効用を最大限に発揮。
伝搬環境・受信環境の三次元調査を通じて、ギャップフィラー設置の検討において行う当該ギャップフィラーの放送区域(ビル陰 ・スタジアム等)を
定める場合の電界強度を計算で求める手法を策定する。また、簡易な手続き・低コストでギャップフィラーを設置することが可能となるよう検討。

（参考）ギャップフィラーに関する検討②（ビル陰対策用）
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■ 視聴可能世帯数
○直接受信： ４７都道府県 約４，０００万世帯（全世帯の約８５％）

（平成19年3月末現在）

○ケーブルテレビ経由： 約１，８６０万世帯
（平成18年12月末現在）

■ 地上デジタル放送受信機出荷台数
約５１万台（開始前） → 約２，４１５万台 （ＪＥＩＴＡ、日本ケーブルラボ調べ）

（平成19年7月末現在）

（別掲） ワンセグ携帯電話 ９９１万台（平成19年6月末現在）

車載用地上デジタル放送受信機 ６５万台（平成19年7月末現在）

■ 地上デジタルテレビ放送に関する浸透度調査（平成18年３月実施）
※全国47都道府県の全域、男女15歳以上80歳未満の個人を対象に、郵送調査により実施（有効サンプル数：約7,000）

○「アナログ放送停波」の認知度： ９３．９％

○「アナログ停波時期」の認知度： ６０．４％

○「地上デジタル放送対応受信機」の世帯普及率： ２７．８％

■地上デジタル放送用受信機の普及目標

暦年

普
及

世
帯

数
（
千

万
世

帯
）

アテネ五輪 ワールドカップ
ドイツ大会

北京五輪

図１ 普及世帯数に関する普及目標（ロードマップ）

１０００万世帯

２４００万世帯

2003 04 05 06 07 08 09 10 11

アナログ
放送停止

５０００万世帯

５

４

３

２

１

０

ワールドカップ
南アフリカ大会

暦年

普
及

世
帯

数
（
千

万
世

帯
）

アテネ五輪 ワールドカップ
ドイツ大会

北京五輪

図１ 普及世帯数に関する普及目標（ロードマップ）

１０００万世帯

２４００万世帯

2003 04 05 06 07 08 09 10 11

アナログ
放送停止

５０００万世帯

５

４

３

２

１

０

ワールドカップ
南アフリカ大会

普及世帯実績
約1,400万世帯
（2007年3月）

普及世帯目標
約1,400万世帯
（2007年3月）

２００３年１２月、三大都市圏において地上デジタル放送開始

２００６年１２月１日に、全都道府県の全放送局で地上デジタル放送を開始

⇒ 全世帯の８５％で視聴可能となるとともに、受信機の普及も順調に推移

２００３年１２月、三大都市圏において地上デジタル放送開始

２００６年１２月１日に、全都道府県の全放送局で地上デジタル放送を開始

⇒ 全世帯の８５％で視聴可能となるとともに、受信機の普及も順調に推移
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■直接受信可能世帯数の推移

（参考）地上デジタル放送の普及状況


